
五木村農業委員会総会議事録 

 

1． 開催日時：令和 2年 9月 10日（木）午前 9時 30分～10時 10分 

2．開催場所：五木村役場 2階 中会議室 

3．出席委員：5名 

   会長 6番 松井秀夫 

   委員 1番 尾方繁之 

〃  2番 中村弘信 

   〃  3番 中村恒雄 

   〃  5番 印道清子 

4．欠席委員：7番 職務代理 森下德光 

5．議事日程 

  日程第 1 議事録署名委員の指名について 

  日程第 2 会期の決定について 

  日程第 3 会議書記の指名について 

  日程第 4 農地法第 4条の規定による許可申請の意見決定について 

     

6．農業委員会事務局職員 

    係長   山尾浩二 

    主事   森山凌 

 

 

7．会議の概要 



山尾係長 

 

 

 

 

 

 

松井会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係長 

 

 

 

議長（松井会長） 

 

 

お疲れ様です。定刻でございますので、ただいまより令和

2 年第 5 回農業委員会総会を開催いたします。豊永事務局

長は、9 月定例会が本日から開会となっており、そちらに

出席しております。代わりまして私、山尾が進行を努めさ

せていただきます。それでは、松井会長よりご挨拶をお願

いいたします。 

 

おはようございます。先週末は大型の台風 10 号が接近し

ましたが、幸いなことに大きな被害はなにも無かったとい

うことで一安心しております。しかし、これから 9月、10

月にかけて、まだまだ台風が発生しやすい時期にあるの

で、十分気をつけていただきたいと思います。 

先月末には第 2回の人・農地プラン会議も開催されました。

各集落の将来像も見えてきたところだと思います。私たち

農業委員もそれぞれの地域の課題にしっかり向き合いな

がら、これからの活動に取り組んでいければと思います。 

 

ありがとうございました。それでは、会議規則第 4条によ

り会長が議長となり議事を進行していただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

それでは、出席委員 5名・欠席委員 1名ですので、会議規

則第 6条により本日の会議を開きます。 

 



議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

係長 

 

 

 

日程第 1、議事録署名委員の指名を行います。本日の議事

録署名委員は、3 番中村恒雄委員、5 番印道清子委員にお

願いいたします。 

 

日程第 2、会期の決定について、おはかりいたします。本

総会の会期は、本日 1日間としたいと思いますが、それに

異議ございませんか。 

 

【異議なし】 

 

異議なしと認め、会期は本日 1日間とします。 

 

日程第 3、会議書記の指名を行います。本日の会議書記及

び事務従事者に山尾係長及び森山主事を指名いたします。

それでは、議案の審議に入ります。 

 

日程第 4、議案第 4号、「農地法第 4条の規定による許可申

請の意見決定について」を議題とします。事務局に議案の

説明を求めます。 

 

議案書及び資料をお願いします。 

議案第 4 号、「農地法第 4 条の規定による許可申請の意見

決定について」でございます。 

下記農地について、農地法第 4条の規定により、五木村農



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

中村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

業委員会会長あてに意見を求められたので審議をお願い

します。 

申請地は登記地目が畑、現況が田の休耕地でありました

が、今年の 7 月 16 日より転用されていました。今回、申

請者ご本人からの申し出により、許可を得ずに農地転用が

なされたことが判明したため、直ちに許可申請書を提出い

ただき、追認の申請に至ったものです。 

（以下、資料内容の説明） 

 

議案の説明が終わりました。これより審議を行います。ま

ず、現地確認に行かれた中村恒雄委員より、現場の状況報

告や意見等を伺いたいと思います。 

 

9 月 8 日に申請者立会いのもと、私と山尾係長、森山主事

の 3人で現地の確認を行いました。事務局からもありまし

たとおり、農業委員会の許可を得る前に行われた転用とい

うことで、改めて申請者に対して指導をしました。 

私の記憶では、数年前にも似たような事案があったかと思

います。これから先このような事案が起きないためにも、

農業委員会だより等を活用しながら農地法に係る申請・届

出の必要性を周知していくべきだと感じました。 

 

それでは、質疑に移りたいと思います。質疑はありません

か。 



 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

係長 

 

 

【質疑なし】 

 

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。これ

より採決を行います。 

議案第 4 号。「農地法第 4 条の規定による許可申請の意見

決定について」承認することに賛成の方は挙手願います。 

 

【全員賛成】 

 

全員賛成であります。よって、議案第 4号については原案

通り可決いたしました。 

これをもちまして、本日の審議はすべて終了いたしまし

た。 

 

以上をもちまして、本日の総会を閉会いたします。お疲れ

様でした。 

 

   令和 2年 9月 10日 

議事録署名     3番 中村 恒雄   ㊞ 

          5番 印道 清子   ㊞ 


